
尼崎市特別職報酬等審議会 審議経過の概要（第 8回） 

 

平成 24 年 9 月 6日（木）15:00～17:00 

 

＜事務局からの資料説明＞ 

●パブリックコメント実施にあたっての議会報告について 

●パブリックコメントの結果について 

 

１ 主な論点 

 ⑴ パブリックコメントについて 

・ パブリックコメント実施にあたっての議会報告の中で、退職手当の功績反映については、

特別職だけではなく、一般職についても考えるべきではないか、との意見があったという

ことであるが、審議会では、特別職への導入について、議論・検討しているものであり、

一般職の取扱いについて意見するのは筋違いな話である。 

・ 一般職については、その功績が役職・賃金に反映されており、その結果、退職手当にも

一定の較差が生じているのではないのか。 

・ 一般職への功績反映を求める意見があるということは、特別職にも功績反映を行うべき

であるとの意見にも取れる 

・ 審議の経過では功績反映について言及がなされており、議会としてもその考え方を否定

するものではないのではないか 

・ また、現実は功績反映に基づく退職手当の支給というのは難しいということも議会には

理解されているのではないか 

 

 ⑵ 最終答申について 

・ 審議会でまとめた最終答申を変える必要はないが、個人的な意見としては、やはり功績

反映部分を制度として取り入れる方法を今後も検討していくべきである 

・ 慎重に議論をした結果の最終答申であり、現実問題として、現時点で功績反映を実施す

ることは困難であったということであり、これは今後の課題の一つとなるのではないか 

 

２ その他 

・審議会にて最終答申が承認され、会長から市長へ答申書が提出された。 

・本日をもって、尼崎市特別職報酬等審議会の審議を終了とした。 


